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オーストリア・やまがた 森林バイオマス・シンポジウム 

パネルディスカッション 発表要旨 

開催日時 平成 1 7 年 4 月 2. 8 日 ( 木 ) 1 3 : 0 0 ～ 

場 所 山形国際交流プラザ ( 山形ビックウインバ ) 



パネ、 ル デイスカッション 発表要旨 

山形における 木質バイオ マ 

～森林とバイオマスにおける 

● r もう一つの日本」のバイオマス 

オーストリアは 木質バイオマスで 国の ェ ネルギ一の 約 

10% 。 を供給するという。 しかも、 日本の山林とも 類似する 

ような急峻な 地形も多い中での 利用であ る。 私達日本の木 

質バイオマス 利用はというと、 数字にならないぐらいわず 

かなものとなってしまった。 我が国も森林大国であ りなが 

らこの違いはどこから 生まれてくるのか。 様々な違いはあ 

るものの、 私達東北に暮らす 者としてオーストリアから 学 

ぶところは多く、 東北として発想の 転換が必要なことを 教 

えてくれる。 

ここで重要なのは、 日本とオーストリアを 比較すること 

ではなく、 東北という単位をオーストリアと 照らし合わせ 

てみることであ る。 日本という国は 私たち自身が 自覚する 

以上に大国であ る。 島国と い えども、 人口 1 億人を抱える 

国土は南北に 長く伸び、 気候風土はきわめて 多様であ る。 

それに対して、 オーストリアは 人口約 8 0 0 万人、 国土は 

東西方向に長い。 東北地方も人口約 9 0 0 万人と同規模で 

あ り、 一つの国として 十分な規模を 有している。 そして、 

オーストリアと 同様に気候は 寒冷で、 何より森林の 一人当 

たり面積は約 5 千 m2 とほぼ同じであ る。 山形を訪れたア 

メリカ元駐日大使のライシャ ヮ 一博士は、 地方には都会と 

は違う r もう一つの日本」があ り、 それこそが自然と 人間 

が健全なバランスをとる 理想の姿だと 強調している。 そし 

て 、 山形県は出羽姉山や 草木塔への信仰に 表されるよさに、 

歴史的にも山林を 敬 う 精神文化が発展していた。 東北はも 

う一つの日本として、 この豊かな森林資源を 活かした持続 

可能な社会を 形づくっていく 必 、 要があ るのではないだろ 

うか。 そのためには、 地に足の着いた 東北独自のバイオマ 

ス利用を考えていかなければならないのであ って、 日本と 

    う一 くくりにした 発想や基準とは 異なるものが 出てき 

ても不思議ではない。 逆に、 そういう固定観念にとらわれ 

てきたことで、 地方は多くのものを 失ってきたといえる。 

●木質バイオマス 利用の現在 

日本で木質バイオマスエネルギーへの 関心が急速に 高 

まったのは、 ペレットの紹介によるところが 大きいと思わ 

れる。 どこの家庭でもスト 一 ブ としてバイオマスが 使える 

という身近さは、 森林のエネルギー 利用を分かりやすく 伝 

えてくれた。 また、 森林そのものの 存在意義をあ らためて 

考えさせてくれるものでもあ った。 そして、 全国に ぺレッ 

ス ェネ 、 ルギ一の現在と 展望 

「もう一つの 日本」への転換～ 

東北芸術工科大学 三浦秀一 

山形県でも 2 つの工場が稼動している。 また、 山形県では 

スト一 ブを 開発するメーカーも 登場したことから、 ペレッ 

トスト一 ブは バイオマス エ ネルギ一の 顔 となっている。 炎 

の見えるペレットスト 一 ブは 、 石油ファンスト 一 ブ のよう 

な操作性と、 薪 スト一 ブの 雰囲気を併せ 持ったものとして 

大きな魅力を 持っている。 

今後普及させていくための 最大の課題は 価格であ るが、 

石油の価格上昇によって、 ペレット燃料は 灯油と価格面で 

は競争しうるものとなりつつあ る。 問題はスト一 ブの 価格 

であ り、 通常の灯油スト 一 ブが 数万円で売られているのと 

比較すると、 非常に高価なものになる。 また、 そうした 個 

人の住宅におけるバイオマス 燃焼機器の購入費を 軽減す 

る 補助金はまだ 全国的にも少なく、 山形県でも高畠町が 導 

入しているだけであ る。 その一方で、 新 エネルギーとして 

は我が国が最も 力を入れてきた 太陽光発電については、 政 

府が補助金制度を 設け、 近年は地方自治体も 補助金を設け 

ている。 その結果、 太陽光発電の 導入数は伸び 続けている 

が、 その導入コストは 標準的なものでも 200 万円程度はす 

る 。 山形県の場合、 こうした太陽光発電によって 削減でき 

る二酸化炭素と、 暖房にペレットを 年間 1 トン使 う ことで 

削減できる二酸化炭素はほぼ 同等であ る。 設備導入に関わ 

る初期費用だけ 見れば、 仮にペレットスト 一 ブが 50 万円 

であ っても、 二酸化炭素を 削減するための 費用は太陽光発 

電よりも大幅に 低くなる。 特に、 東北地方のような 寒冷地 

では燃料使用量が 多く、 その削減効果はさらに 大きくなる。 

こうしたことを 考えれば、 ペレットスト 一 ブ のような家庭 

でのバイオマス 利用に対する 補助制度がもっと 充実され 

ていいはずであ る。 全国一律に補助制度が 設けられるのは 

非効率であ り、 地域の特性を 活かした自然エネルギ 一政策 

を検討すべきであ る。 

ただし、 ここで重要なことは 導入された ぺ レットスト一 

ブが 十分に使われることであ る。 つまり、 ペレットスト 一 

ブが 導入されても、 面倒になって 結局は前に使っていた 灯 

油 スト一 ブ を引っ張り出してきたというのでは 意味を成 

さない。 そこが、 ほぼメンテナンスフ リ 一に近い太陽光 発 

電との違いであ る。 それがゆえ、 より高い性能を 持った ス 

ト一 ブや メンテナンス、 品質の高いペレットを 安定的に供 

給する体制を 構築して、 消費者の信用を 勝ち取ることが 極 

めて重要だといえる。 そして、 ペレットスト 一 ブ 導入者に 

使い続けてもら う ためには、 機器購入以上に、 燃料購入に 

ト 製造工場が建設され、 ここ数年で 1 0 箇所以上を越え、 十分な価格インセンティブが 必要であ る。 また、 導入時の 
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費用負担を回収できるよ う 燃料価格を低減していかなけ 

ればならない。 こうしたことを 考慮しながら、 地域に即し 

た効果的なバイオマス 支援制度が望まれる。 

●東北のすまいと 木質バイオマス 

現在、 家庭用木質エネルギ 一の代表となっている ぺ レッ 

トスト一 ブ はその大きさこそ 違え、 スト一 ブを 中心とした 

これまでの日本の 暖房スタイルを 踏襲したものであ る。 し 

かし、 暖房はスト一 ブ でということで、 東北はいいのであ 

ろうか。 冬の欧州を訪れて 驚かされるのは、 建物内の暖房 

の 快適さであ る。 それは、 徹底した建物の 断熱化とセント 

ラルヒーティンバによって 生み出される 安定した心地よ 

さであ る。 それに比べて 東北はどうであ ろうか。 住宅の断 

熱が意識され、 新築の住宅で 窓のぺアガラスが 一般的にな 

ったのはここ 数年のこと。 コピ海道は早くから 寒さに対して 

独自の住まいづくりを 進め、 断熱化やセントラルヒーティ 

ング の導入にも積極的に 取り組んできたのと 違い、 東北地 

方は寒さ対策としては 貧弱な旧来型の 住宅が長く建てら 

れてきた。 灯油スト一 ブも 室内の空気を 汚すものがまだま 

だ多く、 FF 式のスト一 ブを 使 う ところも少ない 状況であ 

る。 確かにセントラルヒーティンバはスト 一 ブ による局所 

暖房に比べるとエネルギー 消費は大きくなる。 しかし、 省 

エネルギーを 進めることも 必要であ るが、 東北においては 

冬場の快適性を 高めていくこともまた 重要であ る。 セント 

ラルヒーティンバを 導入しっ っ も、 ペレットなどのバイオ 

マスをボイラ 一の熱源とすれば 省エネルギー 性と 快適性 

を両立することができる。 そういう持続可能な 発展という 

選択枝を東北は 持っべきであ ろう。 

●森に暖められるまちづくり 

山形県の木質バイオマスは ぺ レットによる 暖房が今の 

ところ中心となっている。 しかし、 これはまだ木質バイオ 

マスの入口にしか 過ぎない。 木質バイオマスの 原料と ェ ネ 

ルギ一の利用形態には 多様なものがあ る。 製材所等からの 

比較的良質な 副産物を中心に 製造される ぺ レットは加工 

度の高い燃料であ り、 使用側にほ便利な 反面、 生産施設が 

必要となる。 しかし、 低質な副産物や 森林からの木材を 使 

う ためには、 チップなど加工度の 低い形でコストをかけず 

に燃料にする 必要があ る。 そ う することで、 バイオマス利 

用が森林整備に 貢献できるとうになる ，しかし、 オースト 

リアで数多く 導入されている 加工度の低い 様々な木質 原 

料を燃料とすることのできるようなボイラーが 日本には 

開発されてこなかった。 チップなど加工度の 低い木質燃料 

は貯蔵 を始めどうしても 場所を多く使うという 意味で、 大 

都市中心の発想では 必要な技術にはなりえなかったのか 

もしれない。 

オーストリアを 始めとする欧州のバイオマス 利用先進 

国で、 チップやバークなど 加工度の低いバイオマスをボイ 

ラー燃料として 用いる施設に 地域熱供給があ る。 日本でも 

この地域熱供給は 導入されてきたが、 いずれも石油や 都市 

ガスを燃料としたもので 大都市中心のものであ る。 スケー 

ルメリットを 得られない地方では 地域熱供給は 成立しな 

いと考えられてきた。 しかし、 バイオマスが 利用できる地 

域があ るとすれば、 二酸化炭素削減など 環境的な効果は 従 

来の地域熱供給よりはるかに 大きなものとなってくる。 地 

域熱供給は地域配管が 必要になり、 その整備コストが 課題 

になるが、 十分な環境効果があ ればそうした 公益性を評価 

されてしかるべきではないだろうか。 暖房という 熱 需要の 

大きい東北では、 これまでの日本の 地域熱供給の 常識を覆 

す 、 新しい農山村型のバイオマス 地域熱供給システムを 構 

築できる可能性があ る。 地域熱供給ネットワークは 森 とま 

ちを っ なぎ、 森林の整備活用と 住民の快適性、 そして地球 

環境の保全を 担保する循環型社会の 新しい環境インフラ 

になるはずであ る。 森によってまちが 暖められ、 そして森 

を育てていく。 かつて私たちが 持っていた 森と 共生するく 

らし、 これを新しい 技術を使いながら 現在の生活の 質をさ 

らに高める形で 実現していくもの、 それがバイオマスであ 

ろう。 

●最後に 

日本ではバイオマス 利用の一つとして、 発電に対する 期 

待も高い。 確かに、 一旦電力になると、 その利用は容易に 

なる。 しかし、 発電は電気を 生み出すと同時にそれ 以上の 

熱を発生する。 バイオマス発電であ れ、 熱利用を十分に 行 

わないと、 バイオマスの 有効利用とはいえない ， 

東北はオーストリアと 同様に寒冷な 土地であ る。 東北地 

方の暮らしにとって 暖房は欠かせない 基本的なものであ 

る。 私たちが東北で 生きていく上で 必要なこの暖房を、 環 

境に有害なエネルギー、 半世紀も持たない 海外からの不安 

定な ェ ネルギ一に依存してしまっていいのか。 そして見渡 

す限りの森をどうしていくのか。 東北を生活の 場としてい 

かに自立的で 持続可能なものにするのかという、 基本的な 

問題を振り返りながら、 発想の転換を 行 う ことが必要であ 

る。 それによってこの 地のバイオマス 利用が見えてくるに 

違いない。 
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私の話は森林の 炭素固定機能の 説明からはじめよ う 。 樹葉の葉緑体は 太陽光線を触媒として 大気 

中の炭酸ガスと 土壌水から炭水 ィヒ 物を作り出し、 幹を形成する。 これらの集合が 森林だ。 直径 40cm 
の木は約 1 ㎡の体積があ り、 その幹には 300kg の炭素が含まれている。 このような木が 100 本あ るよう 

な森林には 3 トンの炭素があ ることになる。 この炭素はバイオマスエネルギーとしての 資源なのだ。 し 

かも森林は再生産可能な 資源であ る。 
山形県の森林面積比は 全国平均を 6 ポイントも上回る、 森林 泉 であ り総面積では 68 万 ha の森林が 

あ る。 このうち蓄積の 大きな人工林は 民有林に多く、 天然林は国有林に 多い。 庄内南部の土地利用 
は スライドのように 色彩が赤くなるにしたがって 自然の度合いが 高くなっている。 平野部はほとんどが 

人為的な土地利用であ り、 県境・支庁の 境界付近は自然植生となっている。 これらの中間に 植林地や 

二次林があ る。 朝日村南側から 庄内方向を傭 撤 すると土地利用の 実態が良くわかる。 植林地の主な 
分布域は里山の 二次林とほとんど 同様の立地といえるが、 必ずしも人為的な 土地利用の部分に 隣接 

しているわけではなく、 仮標高域から 自然林の多い 山地にも点在している。 標高別の土地利用を 更に 

詳しくみると、 仮標高城では 人為的な土地利用が 圧倒的に広い 面積を占めている。 ところが、 植林限 

界標高といわれる 500m を超える場所にも 植林地が多いことがわかる。 これらの植林地が 成林して 木 

枯生産の資源となっていく 可能ャ生は高いとはいえないであ ろう。 山形県の土地利用を 大別すると、 植 

林地が lf 万 ha 、 里山の二次林が 22 万 ha 、 奥山の二次林が 7 万 ha 、 自然 株 が 22 万 ha であ り、 人 

為的な土地利用は 26 万 ha となっている。 このうち植林地と 里山の二次林は 民有林に多い。 

一般的に遷移の 初期段階の森林は 盛んに炭素を 固定するといわれており、 これらは植林地と 里山 
の 二次林が該当し、 植林地だけで 約 16 万 ha 、 里山を含めると 約 38 万 ha あ ることになる。 これらは木 

材生産をはじめバイオマス エ ネルギ一の固定に 関して極めてアクティブな 森林ということができる。 こ 

れらの森林から 木材を収穫することで、 固定された炭素は 林外に持ち出されるが、 このような森林を 持 

続させることで、 木材やバイオマスエネルギーを 安定して供給することが 可能となるのであ る。 一方、 

高齢な自然林は 植生遷移段階としてみると 極相状態にあ り、 ポジティブ・ネガティブ ( 正負 ) の成長量 

がほぼ同等となっている。 このような森林は 炭素固定には 役に立たないし、 伐採の対象にしたくない。 

登山の好きな 私は切にそ う 思 う 。 現時点で山形県の 森林の炭素量を 概算するとストックとして 3000 万 ト 
ン あ り、 フローとしては 毎年 23 万トン生産していることになる。 もちろん詳細な 値は検討が必要だ。 

ところで、 二次林の代表樹種であ るブナ樹幹の 容積密度を詳しく 調べて、 直径に対応した 重量を計 

算したところ、 IPCC ガイドラインで 求めた 値 よりも 2 ～ 3 割も炭素貯留量が 多くなる計算結果が 得られ 

た。 スギ林の場合は IPCC ガイドラインで 求めた値とほぼ 同じ結果となった。 このことを単純に 考えると、 

スギ人工林をバイオマス 資源と考えるのは 効率的でないが、 広葉樹林はバイオマス 資源として大変有 

効といえる。 優良な経営の 人工林を考えてみれば 当たり前のことがわかる。 木材生産としてのメイン ネ 

トリームを崩す 必然性はない。 ほっておいても 良い山は良くなるのだ。 しかし、 積極的でない 経営者の 

持ち山の場合はどうなるだろう。 高 標高の植林地の 場合も同様の 懸念が残る。 手入れの行き 届かない 

人工林は次第に 放棄され、 広葉樹が侵入して 里山化していくだろう。 だから、 林政の課題は 人工林で 

はなく今後さらに 増加する里山だといえるのだ。 
最後に山形県のバイオマス 資源の将来の 姿を想像してみよう。 現時点では てツ の 材 綿虫病や ナラ 

枯れ被害対等の 処理分でまかなえるオーダ 一だ。 しかもコストは 度覚視されている。 需要が増えない 
限りこの状態が 変わることはないであ ろう。 今後、 需要が増えてくれば、 人工林の間伐材を 供給できる 

可能性がでてくる。 この段階ではじめて、 生産費を含めたコストについてシミュレーションが 可能となる 

だろう。 さらに需要が 増えたときには、 里山の二次林の 有効活用以覚にバイオマス 資源を得ることは 

できないと考えられる。 この段階に至るとコストに 関しては問題解決できる 可能，性が高い。 日本の家庭 
にバイオマスエネルギーが 普及する原動力は 石油の代替としての ぺ レットであ り、 当面は熱源として 

の利用に向かうことになるだろう。 その効果が里山の 循環利用に結び 付くことを願 い たい。 
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～山形県の森林バイオマス ( 木質ペレット ) の普及拡大に 向けて～ 

やまがた木質ペレット 利用研究会事務局長 阿部 征二 

「．やまがた 県内の森林バイオマス ( 木質ペレット ) 利用事業の経緯 
平成 1 2 年秋から、 民問と研究機関等で 木質バイオマスを 主体にした勉強会や 情報交換が始 
まった。 平成 i 3 年になり県の 総合支庁発足と 共に、 庄内、 村山を中心に 産学官プロジェクト 
方式による木質ペレットなどの 事業計画検討が 具体化された。 平成 i 4 年 2 月には、 山形県で 

初めて民間企業による ぺ レットスト一 ブ 内覧会が行われたのをはじめ、 平成 1 5 年 5 月庄内地 

区に、 平成 1 6 年度 3 月村山地区に ぺ レット工場が 操業を開始した。 

ペレット生産開始と 前後して、 需要開拓の取組が 行われ、 講演会、 展示会などで 一般への 普 

及 活動が進められたほか、 産学官連携して 具体的な利用拡大の 運動が行われた。 

2. ペレツ ト 関連事業の現況 
山形県内では ぺ レソトスト一 ブ メーカーが 1 社、 ペレット工場 2 社、 ペレットボイラー 6 基 

ペレットスト 一 ブが約 1 6 0 機 稼働している。 また、 スト一 ブ 販売代理店 ( 協力 店 含む ) 8 店 

が営業活動を 展開している。 

全国では、 ペレツトスト 一 ブ メーカー 1 3 社、 ペレット工場 1 4 社が稼働しているとの 情報 

があ るが、 スト一 ブ   等の稼働数は 性格には分からないのが 現状であ る。 

3. 山形県の森林資源と ぺ レット原材料 
山形県の森林資源の 面積は f669 千 ha ( 平成 15 年 : 国有林 357 千 ha 、 民有林 312 千 ha) で 
ほとんど変化はないが、 蓄積は 8,208 万 m3 ( 平成 15 年度 ) で 暫増 であ る。 
間伐は平成 i 5 年度の実績で 4 千 ha 、 36 千 m3 であ り利用されない 間伐材の有効利用として 
ペレット加工への 期待があ るが、 現状では特定の 条件下にあ る末利用材以覚は 使 う ことができ 

ない。 

現在利用されている 原材料は、 工事等の支障 木 、 製材工場の端 材 、 緑化 本 の 勇定 枝などであ 

る 。 

4. 木質ペレツ ド の普及体制 

県 では協議会開催、 展示会等のイベントのほか、 公共施設への ぺ レットボイラ 一の普及に力 

を入れている。 ペレットスト 一 ブは 、 スト一 ブメ 一ヵニスト一 ブ 販売代理店、 1 荘 0 等の団 
体、 やまがた木質ペレット 利用研究会が 協力して個人住宅を 中心に普及を 進めている。 
やまがた木質ペレット 研究会は 2 i 名の会員で構成し、 平成 1 6 年 7 月に発足した。 ペレッ 

ト 関連事業の普及に 大きな実績を 上げるところまでは 行っていないが、 各 メーカⅠ IWO 等 
の団体、 研究機関、 県と協力しながら、 県市町村等のイベントへの 協力、 独自のシンポジュウ 
ム 開催、 情報の収集提供、 勉強会などを 通じて事業に 協力して行く 方針であ る。 
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地 産地 消 と交流を軸に 環境と共生し 自立したまちを 目指して 

飯豊町役場企画課 総合政策室長 小松一方 

いいで 町 [ 人口 :9, 040 人、 面積 : 329.60k ㎡、 気候 : 内陸性気候と 豪雪 

地域 (2 ～ 3m を超える積雪地もあ る。 ) 、 町の花 : ゆり 、 町の ホ : もみじ 、 

産業 : 農業 ( 米 + アスパラ + 飯豊年 + 花井 ) 、 林業、 観光業、 特産品 : 花笠・ 

炭 ・なき 砂 ・こくわワイン ，わら び ・やまぬ，岩魚、 ・ゆり・漬物等 ] 

住民参加、 主体のまちづくりを 30 年来継承し、 第三次総合計画 ( 平成 13 年度 ) で基本理念『共生 

と 自立そして新たな 躍動』、 将来像『田園の 息吹が暮らしを 豊かにするまち』を 掲げ、 自然環境と人 

の暮らしとの 共生、 人々が支えぬ ぅ人 と人との共生を 目指している。 住民と行政の 信頼関係に裏 打ち 

されたパートナーシップのまちづくりを 創造し 、 町の 8 3% を占める森林や 秀峰 飯豊 連峰、 散居集落 
を 織りなす田園景観、 そして 飯豊 米などの地域資源を 活かした新たな 産業興しを進めている。 豊かな 

自然の中、 心にゆとりと 潤いのあ る生活が実現できるアルカディア 郷 ( 桃源郷 ) の創造であ る。 

地域の将来像は 住民自らが描くという 理念のもと、 各地区で土地利用計画を 策定し、 これを基本に 

地域づくりを 進めている。 この中で、 環境保全と経済振興の 両立が共通の 課題になっている。 平成 

14 年度から町内の 中津川地区で『エコビレッジ 中津川構想』を 策定し、 木質バイオマス 資源の多様 

な利活用の検討と、 交流実績を活かしたエコビレッジ・ツーリズムの 展開を重点プロジェクトとして 

掲げ活動を開始した。 

こうした活動を 受け、 木質ペレット 、 薪などの燃料の 生産・供給事業の 展開に向けて、 具体的な計 

画策定と実験事業、 プラント整備や 燃焼機器の普及 ( スト一 ブの リースなどを 含む ) と共に、 良質な 

杉 材を使った環境共生型モデル 住宅を整備し、 計画的な森林の 活用と環境教育を 交流者に提供してい 

くための仕組みやプロバラム 開発を目指している。 

地域内での ェネ、 ルギー自給率の 向上や風土に 根付いたライフスタイルの 確立を目指し、 こだわりを 

持った暮らしを 営むことでの 地域の魅力づくりや、 「東洋のアルカディア 郷 再生侍団の認定を 受け、 

交流事業強化を 柱とした本事業の 取り組みやバリーン ツー リズムの強化、 拡大を進める。 これととも 

に、 オガ粉による 苗床キノコ栽培に 向けた研究や、 集落で取り組まれた 地域通貨との 融合に よ る新た 

な地域経済システムの 構築を図る。 こうした取り 組みを通し、 有用無価格なものとして 扱われてきた 

里山の資源の 経済価値を取り 戻し、 山林の維持・ 保全、 管理と、 二酸化炭素の 排出削減をはじめとす 

る環境負荷の 軽減技術や知識の 情報発信と、 既存の協議会などを 含め多様な主体の 参画により設立さ 

れた 丁 めざみの 里 協議会 ( 会長小松誠一郎 M  が、 自立し持続可能な 組織体へ成熟するよう 活動を展 

閲 している。 

こうした協働の 取り組みによって、 地域経済の再生と 自立できる地域の 活動が展開できればと 考え 

ている。 
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